
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
六
号

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
綿
障
害

予
防
規
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

石
綿
障
害
予
防
規
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

厚
生
労
働
省

一

建
築
物
（
建
築
物
石
綿
含
有
建
材
調
査
者
講
習
登
録
規
程
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
一
号
。
次
号
に

環

境

省

お
い
て
「
登
録
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
及
び
共
同
住
宅
の
住
戸
の
内

部
（
次
号
に
お
い
て
「
一
戸
建
て
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
建
築
物

石
綿
含
有
建
材
調
査
者
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
石
綿
含
有
建
材
調
査
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
と
同

等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

一
戸
建
て
住
宅
等

前
号
に
掲
げ
る
者
又
は
登
録
規
程
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
一
戸
建
て
等
石
綿
含
有
建

材
調
査
者

附

則



こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
令

を
実
施
す
る
た
め
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

石
綿
障
害
予
防
規
則
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等

（
分
析
調
査
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
）

第
一
条

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
石
綿
則
」
と

い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。

一

分
析
調
査
講
習
を
受
講
し
、
次
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
修
了
考
査
に
合
格
し
た
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
講
習
の
内
容
及
び
講
師
）

第
二
条

前
条
第
一
号
の
分
析
調
査
講
習
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

学
科
講
習
及
び
実
技
講
習
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。



二

前
号
の
学
科
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
内
容
に

つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
行
う
こ
と
。

科
目

内
容

時
間

分
析
の
意
義
及
び
関
係
法
令

イ

石
綿
則
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
分
析
に
よ
る

〇
．
七

調
査
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
分
析
調
査

五
時
間

」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
の
心
構
え

ロ

石
綿
の
有
害
性

ハ

労
働
安
全
衛
生
法
そ
の
他
関
係
法
令

鉱
物
及
び
石
綿
含
有
材
料
等
に
関
す
る

イ

石
綿
等
に
関
す
る
鉱
物
の
基
礎
知
識

三
時
間

基
礎
知
識

ロ

石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
の
種
類
と
組
成

ハ

建
築
物
、
工
作
物
及
び
鋼
製
の
船
舶
の
種
類
並
び

に
こ
れ
ら
に
お
け
る
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
材

料
の
使
用
状
況

ニ

分
析
の
た
め
の
試
料
の
取
扱
い

分
析
方
法
の
原
理
と
分
析
機
器
の
取
扱

イ

光
学
顕
微
鏡
の
基
礎
知
識
（
原
理
と
構
造
）

三
時
間

方
法

ロ

エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置
の
基
礎
知
識
（
原
理
と
構



造
）

三

第
一
号
の
実
技
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。

イ

偏
光
顕
微
鏡
に
よ
る
定
性
分
析
の
実
施
方
法

ロ

位
相
差
・
分
散
顕
微
鏡
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置
に
よ
る
定
性
分
析
の
実
施
方
法

ハ

エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置
に
よ
る
定
性
分
析
及
び
定
量
分
析
の
実
施
方
法

ニ

偏
光
顕
微
鏡
に
よ
る
定
性
分
析
及
び
定
量
分
析
の
実
施
方
法

四

学
科
講
習
を
行
っ
た
後
に
、
分
析
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
の
筆
記
試
験
に
よ
り
修
了
考
査

を
行
う
こ
と
。

五

実
技
講
習
を
行
っ
た
後
に
、
分
析
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
技
能
に
つ
い
て
の
筆
記
試
験
又
は
口
述
試
験
に

よ
り
修
了
考
査
を
行
う
こ
と
。

六

学
科
講
習
又
は
実
技
講
習
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
講
師
に
よ
り
行
う
こ
と
。

第
三
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
分
析
調
査
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準

局
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
八
号

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
七
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

石
綿
障
害
予
防
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
石
綿
等
が
使
用

さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
高
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
物
（
土
地
、
建
築
物
又
は

工
作
物
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

反
応
槽

二

加
熱
炉

三

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器

四

配
管
設
備
（
建
築
物
に
設
け
る
給
水
設
備
、
排
水
設
備
、
換
気
設
備
、
暖
房
設
備
、
冷
房
設
備
、
排
煙
設
備
等

の
建
築
設
備
を
除
く
。
）

五

焼
却
設
備



六

煙
突
（
建
築
物
に
設
け
る
排
煙
設
備
等
の
建
築
設
備
を
除
く
。
）

七

貯
蔵
設
備
（
穀
物
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
設
備
を
除
く
。
）

八

発
電
設
備
（
太
陽
光
発
電
設
備
及
び
風
力
発
電
設
備
を
除
く
。
）

九

変
電
設
備

十

配
電
設
備

十
一

送
電
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）

十
二

ト
ン
ネ
ル
の
天
井
板

十
三

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上
家

十
四

遮
音
壁

十
五

軽
量
盛
土
保
護
パ
ネ
ル

十
六

鉄
道
の
駅
の
地
下
式
構
造
部
分
の
壁
及
び
天
井
板

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
綿

障
害
予
防
規
則
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

石
綿
障
害
予
防
規
則
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
石
綿
含
有
成
形
品
の
う

ち
特
に
石
綿
等
の
粉
じ
ん
が
飛
散
し
や
す
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
石
綿
等
を
含
有
す
る
け

い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
第
一
種
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


